
〈対策のイメージ〉

〈前年度〉 〈本年度〉

（増加分の7/10）

燃油費

または

肥料費

助成額 増加分

20％削減分

※受付日程表（時間は全て、午前９時から午後７時まで）

農 家 の 皆 さ ま へ農 家 の 皆 さ ま へ

期　　日

１月　９日（金）

１月１３日（火）

１月１４日（水）

１月１５日（木）

１月１６日（金）

１月１９日（月）

１月２０日（火）

１月２１日（水）

期　　日

１月　９日（金）

１月１３日（火）

１月１４日（水）

１月１５日（木）

１月１６日（金）

１月１９日（月）

１月２０日（火）

１月２１日（水）

期　　日

１月１３日（火）

１月１４日（水）

　　　　　　　　　地　　　　　　区

内牧地区（１、２、３区、小里、南宮原、湯浦、西湯浦）

内牧地区（西小園、５区、折戸、宇土、浜川、成川）

尾ヶ石地区（全域）

永水地区（全域）

黒川地区（上西黒川、下西黒川、乙姫、黒川千丁）

黒川地区（東黒川、坊中、南黒川、元黒川、北黒川）

黒川地区（道尻、下役犬原、上役犬原、西町、竹原、蔵原）

予備日

　　　　　　　　　地　　　　　　区

山田地区（鷲の石、原の口、山田、新村、下の原、小野田、本村）

山田地区（小倉、西小倉、小池、黒流町、今町）

宮地地区（全域）

坂梨地区（全域）

古城地区（三野）

古城地区（手野）

中通地区（全域・荻の草含む）

予備日

　　　　　　　　　地　　　　　　区

波野地区（全域）

　  会　　場

ＪＡ阿蘇旧中部

営農センター

（現中部営農セン

ター道向）

　  会　　場

ＪＡ阿蘇中部営

農センター２階

会議室

　  会　　場

ＪＡ阿蘇波野支

所会議室

～燃油・肥料高騰緊急対策について～
　肥料や施設園芸用燃油の価格高騰に対する緊急対策として、３つの支援事業が実施されます。省エネ・

コスト低減を図るため、本事業を是非ご活用ください。

①肥料・燃油高騰対応緊急対策事業
１事業内容

　施設園芸用燃油の使用量または化学肥料の施用量を２割以上低減する

農業者グループ（すでに燃油又は肥料の低減に取り組んできた者を含む）

に対して、燃油費または肥料費の増加分の７割を助成します。

２支援の対象となる燃油・肥料

○燃油…Ｈ２０年秋からＨ２１年春にかけての、施設園芸

　　　　の加温に用いる燃油（※本年度の価格が前年度を

　　　　下回った場合は、助成対象となりません。）

○肥料…Ｈ２０年７月からＨ２１年６月に購入した肥料を

　　　　主として使用する作物の肥料

３支援の対象者

○３戸以上の農業者グループ（代表者、規約の定めが必要です）

○肥料対策については、Ｈ２０年産の水稲栽培を行っていた場合、Ｈ２０年産の生産調整を実施している

か、またはＨ２１年産の生産調整実施の確約が必要です。

４持参品　①購入伝票　②領収証　③印鑑　※①、②については、ＪＡ購入分は必要ありません。

②施設園芸省エネルギー技術緊急導入推進事業
温室効果ガスの排出量削減に資する木質バイオマス利用加温設備、ヒートポンプ導入の支援。

③施肥体系緊急転換対策事業
肥料コストを低減する新しい施肥技術体系への転換実証等（土壌診断経費等）の支援。

○お問い合わせ先

　ＪＡ阿蘇中部営農センター　　３２－１１３２　ＦＡＸ３２－４５７０

　阿蘇市役所農政課　　　　　　２２－３２７４　ＦＡＸ２２－４５６６


